
施設利用者

八尾市芸術文化活動等再開支援事業助成金

この助成事業では、八尾市文化会館において、新型コロナウイルス

の適正な感染防止策を講じた上で芸術文化活動等の再開に取り組ん

でいる利用者および新型コロナウイルスの感染防止策に伴う施設の

利用定員の制限が設けられていることにより、平常時より規模の大

きな施設を利用せざるを得ない利用者を支援します。

大ホールまたは小ホールの施設使用料

（附属設備等使用料・その他使用料は除きます。）

助成対象経費の 1/2

大ホールまたは
小ホールの利用申請

助成金交付・
不交付決定通知

問合せ・申請先

八尾市文化会館（プリズムホール）
指定管理者：公益財団法人 八尾市文化振興事業団

〒581-0803 大阪府八尾市光町2-40
〈電話〉072-924-5111 〈E-mail〉info@prismhall.jp 
〈受付時間〉 9:00～19:00 月曜休館（祝日の場合は翌日）

手続きの流れ

【申請に必要な書類の入手方法】

① 文化会館ホームページよりダウンロード

https://prismhall.jp/

② 文化会館窓口で受け取り

下記問合せ先参照

③ 市役所窓口で受け取り

文化国際課（市役所本館３階）

施設の利用許可

申請書類
提出

助成金交付内定通知

利用実績確認

助成金交付

交付申請募集のお知らせ

募集内容

文化会館
大・小ホール
の使用料を

半額助成

助成対象経費

令和２年６月23日～令和３年３月31日までに

「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡

大予防ガイドライン」または同改定版（令和２年９月１

８日改定）を遵守した上で、文化会館の大ホールまた

は小ホールを利用された（利用予定含む）個人または

団体の方

対象者

助成額 施設の利用

書類審査

0

申請書類に基づき、交付内定通知でお知らせす
る助成額が上限となります。（当日の延長利用
等による増額分は助成対象外です。）

！

令和３年３月３１日 まで

（ただし、予算の上限に達した時点で終了します。）

施設の利用許可後に速やかに申請書類を提出
してください。

！

申請期間

！ 本助成事業開始時点で施設を利用済みの方は
急ぎ申請書類を提出してください。


